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履 行 場 所 稲敷市役所本庁舎　敷地内（稲敷市犬塚1570番地1）

令和８年度　稲敷市役所本庁舎　植栽管理業務委託
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令和８年度 稲敷市役所本庁舎 植栽管理業務委託 

仕様書 

 

1 概要 

 稲敷市役所本庁舎において、専門的な管理を行い、樹木等の良好な育成、景観の保持及び

環境の維持を図ることを目的とする。  

 

2 履行場所 

 茨城県稲敷市犬塚 1570 番地 1 

 稲敷市役所本庁舎 敷地内 

 

3 履行期間 

 契約日の翌日 から 令和９年 3 月 31 日 まで 

 

4 業務内容 

 (1)管理作業 

No 作業名 回数 数量 特記事項 

1 芝刈り作業 10 回 4,205 ㎡ 5月～7月までの3ヶ月間は月2回、

8、9、11、3 月は月 1 回実施 

2 南側除草手作業 6 回 1,693.3 ㎡ 5、6、7、8、9、11 月に各 1 回実施 

3 北側除草手作業 6 回 831 ㎡ 5、6、7、8、9、11 月に各 1 回実施 

4 芝用除草剤散布作業 3 回 4,205 ㎡ 5 月、10 月、3 月に各 1 回実施 

5 南側植栽管理作業 

（低木類） 

2 回 1,411.9 ㎡ 6 月、11 月に各 1 回実施 

6 南側植栽管理作業 

（地被類） 

2 回 281.4 ㎡ 6 月、11 月に各 1 回実施 

7 南側中木剪定 

（サザンカ等） 

1 回 28 本  

8 南側紅花トキワマンサ

ク剪定 

2 回 69 本 6 月、11 月に各 1 回実施 



9 北側植栽管理作業 

（低木類） 

2 回 831 ㎡ 6 月、11 月に各 1 回実施 

10 北側中木剪定 

（サザンカ等） 

1 回 70 本  

11 フェンス際除草・剪定

作業 

2 回 一式 6 月、11 月に各 1 回実施 

庁舎北側フェンス外側含む 

12 運搬処分費 10 回 一式 1 回あたり 400kg 

13 殺虫剤散布作業 

（南側・北側） 

 一式 害虫の発生状況に応じ、必要な薬剤

散布を実施 

 

 (2)その他特記事項 

 ・作業場所の詳細及び対象樹木等については、別添図面を参照とする。 

・作業に必要な備品及び消耗品等については、受託者の負担にて準備すること。 

 ・機械による除草作業を行う際は、飛び石防止板等を用いて、十分に注意して作業するこ

と。なお、委託者の設備等を破損した場合は、速やかに委託者へ連絡し、受託者の責任

において修繕を行うこと。 

 ・芝用除草剤散布を行う際は、看板及びロープ等を設置し、該当エリアへ進入しないよう

に注意喚起を行うこと。 

 ・殺虫剤散布作業については、害虫の発生状況を確認し、必要がある場合は監督員の指示

により薬剤散布を行うものとする。安全及び周辺環境に配慮して実施すること。 

 

5 作業日 

原則として開庁日の日中帯とする。ただし、通行者及び庁舎利用者等に支障を与える可能

性がないものについては、双方協議のうえ閉庁日の日中帯としても差し支えない。 

 

6 業務計画 

(1)受託者は、落札後速やかに作業の実施予定日及び従事体制を記した業務計画書を委託

者へ提出し、承諾を得なければならない。 

(2)受託者は、植栽管理業務従事者の中から現場責任者を 1 名定め、委託者へ報告しなけ

ればならない。 

 

7 完了報告及び支払い 

作業報告書については、実施日及び実施箇所を明記し、工程毎に写真を添付した上で詳細

に作成すること。履行期間のなかで 2 回以内に分割して請求可能とする。受託者は、請求す



る作業分の作業報告書を作成し、委託者の承認を得た後、請求書を発行すること。 

委託者は請求書を受領した翌月末までに支払うこととする。 

 

8 その他 

(1)受託者は、植栽管理従事者の風紀及び規律並びに衛生の保持に関し、一切の責任を負

わなければならない。 

(2)受託者は、植栽管理従事者が作業実施にあたり、建物・工作物等又は第三者に対して

損害を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。ただし、建物及び設備

の不完全等受託者の責めに帰さない原因によるときは、この限りではない。 

(3)受託者は、業務遂行に必要な限りにおいて、庁舎における電気及び水道を無償で使用

しても良い。 

 



数 量 単位 単 価 回数 金 額

　　フェンス際除草・剪定作業 1                   式

　　　北側植栽管理作業（低木類）　 831                ㎡

　　　南側植栽管理作業（低木類） 1,411.9           ㎡

※入札書記載額

831                ㎡

合　　計

令和8年度　稲敷市役所本庁舎　植栽管理業務委託　　　内訳書

費目　工種　種別　 摘 要

式

稲敷市役所本庁舎　植栽管理業務委託

消費税（10％）

合計額

㎡

㎡

㎡

1                   

4,205             

　　芝刈り作業 4,205             

　　南側除草手作業

　　芝用除草剤散布作業

小計

　　諸経費（薬剤散布時注意看板・ロープ等含む）

　　北側除草手作業

㎡

1,693.3           

　　植栽管理作業

　　　　　　　　　　　　　　　（地被類） 281.4             

　　運搬処分費 400                ｋｇ

　　　南側中木剪定（サザンカ等）　 28                 本

本

　　　南側紅花トキワマンサク剪定 69                 本

　　殺虫剤散布作業（南側・北側） 1                   式

　　　北側中木剪定（サザンカ等）　 70                 






